
129人, 29.8%

208人, 48.0%

75人, 17.3%

116人, 26.8%

36人, 8.3%

61人, 14.1%

62人, 14.3%

25人, 5.8%

40人, 9.2%

15人, 3.5%

21.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

1.　省エネ化のための住宅改修の補助

2.　老後に備えた住宅改修への補助

3.　子育てしやすい住まいへの住宅改修補助

4.　災害に強い住宅改修への補助

5.　災害ハザードエリアからの住宅移転への補助・支援

6.　移住・定住者や二地域居住者等が行う住宅取得・空き家改修への補助・支援

7.　多世代が同居・近居し支え合う住まいづくりへの補助・支援

8.　新しい生活様式に対応した住まいづくりに関する広報・周知や講習会の開催

9.　被災者・避難者への住宅供給・支援

10.　その他（　）

無回答・無効回答

総数＝433

石川町民の声

石川町の空き家状況

1.　子どもが住む

33.0％

2.　子以外の親族が住む

1.3％4.　候補はいるが未定

29.4％

5.　いない

30.4％

無回答・無効回答

5.9％

総数＝391

昨年11月に町民1,000人を対象に住生活に関するアンケート調査を実施しました。

ご協力いただいた皆様ありがとうございました。

この調査結果も踏まえ、今回の住生活基本計画を策定しています。

問25.　町に期待する、取り組みはありますか。【複数回答】

【アンケート調査結果一部抜粋】

問12.　現在、住まわれている家の継承者はいますか。

石川町内に存在する空家等の状況を把握・分析するとともに、空家等の利活用と適正管理を総合的かつ計画的

に進めていくために必要な基礎資料を確保するため、町内全域の空家等の実態調査を実施しています。

地区名 空家等
管理不全空家等候補 特定空家等候補

石川地区 177 32（18.1％） 7（4.0％）

沢田地区 55 6（10.9％） 6（10.9％）

山橋地区 36 3（8.3％） 1（2.8％）

中谷地区 56 4（7.1％） 3（5.4％）

母畑地区 54 18（33.3％） 10（18.5％）

野木沢地区 32 8（25.0％） 6（18.8％）

合計 410 71（17.3％） 33（ 8.0％）

地区名
件数

空家数増減
平成２７年度 令和６年度

石川地区 145 177 +32

沢田地区 35 55 +20

山橋地区 38 36 -2

中谷地区 41 56 +15

母畑地区 42 54 +12

野木沢地区 17 32 +15

計 318 410 +92

平成27年度と令和6年度の空き家調査結果 令和６年度空き家の状況

※管理不全空家：管理指針に即した管理がなされていない空き家
   特定空家：周辺環境に影響を及ぼすほどの著しい破損等が見られる空き家

1.　賃貸したい

0.8％

2.　売却したい

13.4%

3.　ほかの用途で利用したい

0%

4.　解体したい

14.3%

5.　わからない

68.2%

6.　その他（ ）

2.5%

無回答・無効回答

0.8%

総数＝120

町に期待する取り組みとして最も期待している項目は、「2.老後に備えた住宅改修への補助」で、48.0％と5割弱に上りました。次いで、「1.省エ
ネ化のための住宅改修の補助」が29.8％、「4.災害に強い住宅改修への補助」が26.8％と3割弱となっています。

問12で5.いないと答えた方対象

問13.現在、住まわれている家の将来についてどうお考えですか。

「いない」が30.4％、「候補はいるが未定」が29.4％となってお
り、継承者が定まっていない方の割合は6割に上っています。

家の将来については「わからない」と回答された方が68.1%と、
7割近くに上っており、将来的に空き家になる可能性があり
ます。

実施期間 令和6年10月24日～
令和6年11月8日　　　

実施方法 紙、WEB　　

回答数 ４３３

　石川町では、平成28年度に住生活基本計画を策定しましたが、計画策定から現在までの期間において人口

減少・少子高齢化がさらに進行し、近年、空き家が増加するなど、町民の住生活を取り巻く社会情勢は大きく変

化してきています。こうした中、令和3年度に改訂された国の「住生活基本計画（全国計画）」と令和4年度に改訂

された県の「福島県住生活基本計画」を踏まえ、“石川町らしい住まいづくり” の実現に向け、良質な住宅の供

給や良好な居住環境の形成が図られるよう計画の改定を行います。さらに、平成27年に施行された「空家等対

策の推進に関する特別措置法」に基づき、地域住民の安全と生活環境の保全、空家の利活用を促進するため

に「石川町空家等対策計画」を策定します。

石川町第6次総合計画

石川町都市計画マスタープラン

住生活基本計画（全国計画）

福島県住生活基本計画

　「石川町住生活基本計画」は、住宅部門のマスタープランとしての位置づけをもっています。住生活基本計画

（全国計画）及び福島県住生活基本計画、石川町第６次総合計画等を上位計画として策定します。

　また、空き家施策について具体的に推進するために、施策の一部を「石川町空家等対策計画」に位置づけて

策定します。

　令和７年度を基準年次、令和16年度を目標年次とする概ね10年の計画とし、計画内容は最低5年を目安とし

て見直しを行うものとします。

 
石川町住生活基本計画

住宅部門のマスタープランとしての位置づけ

【石川町空家等対策計画】
施策の方向性(1)-② 空き家等（住宅ストック）の総合対策

 

石川町町営住宅等長寿命化計画
（令和4年度策定済）

計画期間

計画改定の背景と目的

計画の位置づけ

石川町住生活基本計画の概要

石川町住生活基本計画　（空家等対策計画）

計画期間：令和7年度 ～ 令和16年度（10年間）

第1回見直し

【R10年度末】
石川町第6次総合計画

【H31年度～R10年度】

石川町町営住宅等長寿命化計画

【R4年度～R13年度】

第2回見直し

【R1３年度末】
目標年次

【R16年度末】

（戸） （戸）

編集者：福島県石川町都市建設課

〒９６３‐７８９３ 福島県石川郡石川町字長久保１８５番地の４

TEL 0247-26-2111(代表)　FAX 0247-26-0360

URL　https://www.town.ishikawa.fukushima.jp/admin/city/

発行日：令和７（２０２５）年３月
石川町都市建設課

公式WEBサイト

https://www.town.ishikawa.fukushima.jp/admin/city/
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➀住宅性能の向上

②空き家等（住宅ストック）の総合対策　
【石川町空家等対策計画】

③賃貸住宅の適正管理

➀住宅の防災・減災

②住まいのセーフティネットの推進

➀移住・定住の促進

施策の方向性

　人口減少・少子高齢化がさらに進行し、空き家問題が顕在化するとともに、令和元年の台風19号などの自然災害も発

生しています。良質な住宅ストックを形成し、災害から暮らしを守り、高齢者や障がい者、子育て世代、移住者等の住まい

に対する多様なニーズに応えていくために、石川町第6次総合計画（後編）と整合を図りながら、本計画の基本目標を次

のとおり設定します。

基本目標

住宅ストックの
質と量の適正化

安全・安心

移住・定住の促進

空き家を含む既存住宅の改修や建替により

住宅ストックの「質」を向上させるとともに、石

川町の規模に応じ住宅ストックの「量」の適正

化を進めます。

災害に強い安全な住生活を確保し、誰もが安

心して暮らすことができる基幹的な取組として、

住まいのセーフティネットの推進を引き続き進

めます。

移住・定住の促進として、子育て世帯、若者

世帯の移住・定住促進に向けた取り組みを推

進します。

対策と取り組み

石川町の住宅性能の現状として、住宅への耐震性能やバリアフリー性能が整っていない住宅が多く、省エネルギー

化についても、古い住宅を中心に進んでいません。旧耐震基準の住宅への耐震診断や改修に対する補助、断熱改修

への補助、高齢者向けの住宅改修への補助等のリフォームへの経済的な支援・情報提供に取り組むとともに、住宅が

抱える複合的な問題解決のため、各関係部署や関係団体との連携をもとに一元的な情報提供を行い、各種リフォーム

や新築住宅の質の向上を総合的に支援していきます。

空家等の問題は深刻化してからは解消が困難となる場合が多いことから、空家等の発生を抑制するための施策や、

相続により所有した空家等を、健全な状態を保ち、適切に管理を継続していただくための施策を推進します。

空家等が利活用されることは定住の促進や地域の活性化につながることから、空家等情報の収集や整理、発信を推

進します。また、空家等を利活用するための補助金制度を充実させるとともに国庫補助金を活用するための支援を行い

ます。

特定空家等、管理不全空家等に対しては、周辺環境への悪影響を解消するため、問題の解決に向けた取り組みを推

進します。

石川町内の町営住宅の現状、ニーズに対し、良質な賃貸住宅ストックの形成を進めます。町営住宅の適正管理、性

能向上や、耐用年数を超えた町営住宅の用途廃止等を計画的に行います。住宅セーフティネット制度を活用した民間

賃貸住宅の性能向上と、住宅確保要配慮者の居住安定確保を目的とした家賃補助の推進により、町民のニーズに沿っ

た良質な賃貸住宅の提供を促進し、民間賃貸住宅のストックの有効活用を図ります。

建築時期が昭和55（1980）年以前（旧耐震基準）の住宅が多く、耐震診断や耐震改修が進んでいない現状があるため、

石川町耐震改修促進計画に基づくアクションプログラムを推進し、地震に強い住まいづくりを進めます。また、石川町の

中心市街地では、急傾斜、土石流の警戒区域や浸水想定区域など災害のハザードエリア内に住宅が密集しているため、

住宅・住宅地の浸水対策等の推進や災害ハザードエリア内にある住宅への対応等を実施し、安全・安心に暮らせるま

ちづくりを進めます。

高齢者や障がい者、子育て世帯等の住宅確保要配慮者の多様な居住ニーズに柔軟に対応するため、民間賃貸住宅

や空き家などの既存住宅ストックを活用し、セーフティネット住宅の拡大を進めます。また、住宅セーフティネット制度を

活用した家賃・改修費補助を行うことで、ひとり親世帯などの住宅確保要配慮者における経済的負担の軽減や住居の

安定確保を目指します。

アンケート調査の結果、子育て世帯からは、住宅の広さ・間取りや防犯性といった住居に関するニーズ、教育施設の

利便性や遊び場等の周辺環境に関するニーズが高く、また、取り組みとしては、子育て、老後、災害に備えた住宅改修

補助のニーズが高くなりました。これらのニーズに応えられるよう取り組みを進めます。

また、人口減少へ対応するため、移住・定住者の促進へ向けて、住宅取得や賃貸住宅への入居支援や情報提供、ま

た、二拠点生活や働く場所のサテライト拠点としての活用など、新たな住まい方に対する取り組みについても柔軟に検

討します。

基本目標と基本方針

町民の役割 民間事業者 行政（石川町）

総合的かつ計画的な施策の推進

　住まいづくりや地域づくりの主体と

して、住宅の質や性能の向上・安定

や維持管理を努めることが重要です。

また、身近な地域活動やNPO団体と

連携した活動を通した地域の居住

環境の形成やまちづくり活動への積

極的な参画が望まれます。

　住宅関連の事業者は住宅の供給

や流通の主体として、住宅の安全性

やその他の品質又は性能の確保に

努めることが重要です。また、健全

な住宅市場の形成と住宅流通の円

滑化に努めるとともに、公正な取引、

適切な情報や良質なサービス等の

提供が求められます。

　行政（石川町）は、町民の多様な

居住ニーズへ対応し、誰もが住みや

すく、安全・安心に暮らせる住まいづ

くりを推進していくため、住宅施策の

みならず、福祉・医療、防災、環境等

の各分野に波及し、多様な主体との

連携・協力のもと、総合的な施策を

推進していきます。

各主体の担うべき役割


